
居宅介護支援事業所「藍の里」重要事項説明書 

 

◎わたしたち（事業者）があなたに提供するサービスの概要は次のとおりです。 

 

1. 提供するサービスの内容 

 あなたに提供するサービスの内容は、居宅介護支援です。 

 「居宅介護支援」とは、介護保険法に定める介護サービスを提供するに先立って、あなたの心身 

 の状況を把握し、その結果とあなたの希望に基づいてあなたができるだけ自立した生活を送る 

 ことができるよう、介護サービスを提供するための計画（居宅サービス計画）を作成します。 

 

【業務の内容】 

1. 調査した結果と、あなた自身やご家族の希望を踏まえ、あなたに介護サービスを適切に提供す

るための計画（居宅サービス計画）をお作りします。 

2. 介護サービスの提供や状況や、あなたの心身の状態やご家族の環境について、居宅サービス計

画作成後も、継続的に把握・管理します。 

3. あなたの要介護認定の申請についてお手伝いします。 

 

【通常の事業の実施地域】 

1. 通常の事業の実施地域は、新潟市 【秋葉区・江南区・南区・西区・中央区・東区】とする。 

 

 

 

 

運営規程の概要 

 

事業所名 居宅介護支援事業所 「藍の里」 

サービスの種類 居宅介護支援  

県指定年月日 
平成 20 年 3 月 1 日 

（番号 1570107688） 

所在地 
〒956-0002 

新潟市秋葉区市之瀬 1030－1 

ﾌﾘｶﾞﾅ ワタナベ ノリコ 

管理者 渡 邉  典 子 

連絡先 ０２５０－２１－７８６６ FAX 番号 ０２５０－２１－０５７７ 

営業日 
日 月 火 水 木 金 土 祝  その他年間

の休日 

年末年始（12 月 31 日～1 月 3 日） 

お  盆（ 8 月 13 日～8 月 15 日）  ○ ○ ○ ○ ○    

営業時間 8：30  ～  17：30 介護支援専門員    2 名 （常勤） 


